


既存住宅流通・リフォーム市場の活性化を図るため、買取再販で扱われる住宅の取得等に係る現行の特例措置
が以下の通り延長・拡充されます。

■改正内容
❶�　買取再販事業者が既存住宅を取得し一定のリフォームを行った場合の不動産取得税の減額措置（現行は建物のみ）が一
定の要件のもと敷地部分も対象となります（平成31年3月31日まで）。
　〈要　　件〉対象住宅が既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入する場合または「安心R住宅」※である場合
　〈減額内容〉�（1）45,000円（2）土地1㎡あたり評価額×1/2×住宅の床面積の2倍（上限200㎡）×3％のいずれか多い方を減額��

※「安心R住宅」は、国土交通省がスタートさせる新しい制度です。詳しくは、国土交通省ホームページ� 　　　
（http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000038.html）をご参照ください。

❷�　宅建業者により一定の質の向上を図るための改修工事が行われた既存住宅を取得する場合に、買主に課される登録免許
税の税率を一般住宅特例より引き下げる措置が2年間（平成32年3月31日まで）延長されます。

　新築住宅に係る固定資産税を3年間（マンションについては5年間）2分の1に減額する特例措置の適用期限が
2年間（平成32年3月31日まで）延長されます。

新築住宅に係る固定資産税の
減額措置の延長

1一般の住宅：3年間　税額1/2減額
2マンション：5年間　税額1/2減額

　土地に係る固定資産税について、①現行の負担調整措置、②市町村等が一定の税負担の引き下げを可能とす
る条例減額制度の適用期限が3年間（平成33年3月31日まで）延長されます。

■特例措置の内容
❶�　�商業地等及び住宅用地について、負担水準（=前年度の課税標準額÷今年度の評価額）をもとに、今年度課税標準額を決
定し、評価替えによる価格の上昇に伴う税負担の激変を緩和する。（負担調整措置）

　ア　負担水準が70%超の場合　　　　� ：今年度の評価額の70％に引き下げ
　イ　負担水準が60%以上70%以下の場合� ：前年度課税標準額と同額に据置　
　ウ　負担水準が60%未満の場合　　　� ：今年度の評価額の5%を前年度の課税標準額に上乗せ

❷�　商業地等について、課税標準額の上限を評価額の60〜 70%の範囲で条例で定める値に引き下げられる。商業地等及び
住宅用地について、条例で課税標準額の伸びに上限（1.1以上）を設定できる。

※耐震、省工ネ、バリアフリー、水回り等のリフォーム

リフォーム工事（一定の質の向上）※

売主

登録免許税 登録免許税
不動産取得税

① ②

不動産取得税

買主事業者

※商業地等の例
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買取販売で扱われる住宅の取得等に係る特例措置の延長及び拡充

新築住宅に係る固定資産税の減額措置の延長

土地に係る固定資産税の負担調整措置及び条例減額制度の延長

平成30年度 税制改正大綱のポイント

居住用部分の床面積が、
①家屋全体の1/2以上であること
②一戸当たり50m2以上280m2以下であること
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　居住用財産の買換え等に係る特例措置の適用期限が2年間（平成31年12月31日まで）延長されます。

■特例措置の内容
【譲渡損が生じた場合】
・居住用財産の買換えの場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
→住宅の住替え（買換え）で譲渡損失が生じた場合であって、買換資産に係る住宅ローン残高がある場合は、譲渡損失額
を所得金額の計算上控除（以降3年間繰越控除）できる制度

・居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
　�→住宅を譲渡した際に譲渡損失が生じた場合であって、譲渡資産に係る住宅ローン残高が残る場合は、住宅ローン残高か
ら譲渡額を控除した額を限度に、所得金額の計算上控除（以降3年間繰越控除）できる制度

【譲渡益が生じた場合】
・居住用財産の買損えの場合の長期譲渡所得の課税の特例（※）
→住宅の住替え（買換え）で、譲渡による収入金額が買換資産の取得額以下の場合は、譲渡がなかったものとして、譲渡
による収入金額が買換資産の取得額以上の場合は、その差額分について譲渡があったものとして課税する制度

（※）�今改正において、これまでは耐火建築物のみに求められていた買換え資産の築年数要件（25年以内）を、非耐火建築物にも付す見直しがされま
した（耐震基準適合証明書があれば築年数要件は付されません）。

　不動産取得税に係る以下の特例措置の適用期限が2年間（平成32年3月31日まで）延長されます。

新築住宅を宅建業者が取得したものとみなす日を住宅
新築の日から1年（本則6ヶ月）を経過した日とする不
動産取得税の特例措置

新築住宅用土地に係る不動産取得税の減額措置につい
て、土地取得後住宅新築までの経過年数を3年（本則2
年）とする特例措置

→適用期限を平成32年3月31日まで延長 →適用期限を平成32年3月31日まで延長

　住宅ストックの性能の向上を図るため、以下の住宅リフォームをした場合の固定資産税の特例措置が延長さ
れます。
適用期限を平成32年3月31日まで2年延長

耐震改修 工事の翌年度1/2軽減、特に重要な避難路として自治体が指定する道路の沿道にある住宅の
場合は2年間1/2軽減

バリアフリー改修（※） 工事の翌年度1/3軽減
省エネ改修（※） 工事の翌年度1/3軽減

長期優良住宅化改修 耐震改修又は省エネ改修を行った住宅が認定長期優良住宅に該当することとなった場合、
工事の翌年度2/3軽減

　　※今改正において、床面積要件の上限を280㎡以下（現行:上限なし）とする見直しがされました。
　　　

多様なライフステージに応じた円滑な住替えの実現

04 居住用財産の買換え等に係る特例措置の延長

05 宅建業者が取得する新築住宅の取得日に係る特例措置及び一定の住宅用地に係る税額の減額
措置の期間要件を緩和する特例措置の延長

06 既存住宅取得後に耐震改修工事を行う場合における不動産取得税の特例措置の拡充

税制改正大綱のポイント

新耐震基準に適合しない既存住宅を取得し、耐震改
修工事を行った後に入居する場合で、新耐震基準へ
の適合が確実であることにつき証明がなされた場合
には、その建物につき不動産取得税の軽減措置が適
用される。

左記の場合には、その建物及び敷地についても不動
産取得税の軽減措置の適用が可能。

現

　行

改
正
案

耐震基準に適合することが確実である旨、申請

（参考）上配の特例措置が適用可能となる場合のイメージ

耐震基準に適合しない
中古住宅を取得 耐震改修工事 入居

耐震改修工事の結果、耐震基準に
適合する中古住宅に入居

敷地には適用がない

07 既存住宅の耐震・バリアフリー・省エネ・長期優良住宅化リフォームに係る特例措置の延長
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適用期限を平成32年3月31日まで2年延長

登録免許税

税率を一般住宅特例より引き下げ
所有権保存登記：
　一般住宅特例0.15％→0.1％
所有権移転登記：
　一般住宅特例0.3％→戸建：0.2％
　　　　　　　　　　マンション：0.1％

固定資産税 一般住宅特例（1/2減額）の減額期間を拡充
戸建て：3年→5年、マンション：5年→7年

不動産取得税 課税標準からの控除額を一般住宅特例より増額
一般住宅特例1,200万円→1,300万円

各種特例措置の適用期限が以下の通り延長されます。
（1）不動産取得税に係る軽減措置
　　…平成33年3月31日まで3年延長

（2）特定住宅地造成事業等に係る土地等の譲渡所得
　　の1,500万円特別控除
　　…平成32年12月31日まで3年延長

●不動産の譲渡等に係る現行の印紙税の軽減措置が2年間（平成32年3月31日まで）延長されました。
●�認定低炭素住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限が2年間（平成32年
3月31日まで）延長されました。
●相続登記の促進のための登録免許税の免税に関する特例が創設されました。
●都市のスポンジ化（低未利用土地）対策のための特例措置が創設されました。

低廉な空家等に係る媒介報酬告示の改正について
　全宅連は、昨今の既存住宅流通促進や空き家・空き地問題等の改善といった国の政策方針を踏まえ、空き家
等の流通対策としての「低額物件の媒介報酬の適正化」を重点要望として国に求めてまいりました。その結果、
昨年12月8日に宅建業者の媒介報酬額告示が改正され、平成30年1月1日から施行されました。

■報酬額告示の改正内容（要旨）
低廉な空家等（税抜400万円以下の金額の宅地又は建物をいう）の売買又は交換の媒介・代理であって、通常の売買又は交換
の媒介・代理と比較して現地調査等の費用を要するものについては、現行の報酬額の上限に加えて、当該費用に相当する額
を合計した額の報酬を売主又は交換の依頼者から受けることができることとなる。この場合において、当該売主または交換
の依頼者から受ける報酬の額は18万円の1.08倍に相当する額を超えてはならない。

詳細につきましては、国土交通省ホームページ
（http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000266.html）をご参照ください。

08 長期優良住宅普及の促進に関する法律に基づく認定長期優良住宅を新築した場合における特
例措置（登録免許税、不動産取得税、固定資産税）の延長

09 その他各種特例措置の適用期限延長

10 その他

税制改正大綱のポイント

（不動産取得税に係る軽減措置）
　■�住宅及び土地の取得に係る税率の特例措置（原則：4％
→3％）

　■�宅地等の取得に係る課税標準を2分の1とする特例措置

（特定住宅地造成事業等の場合の1,500万円特別控除）
　■�開発許可を受けて行われる5ヘクタール以上の一団の宅地
造成事業

　■�土地区画整理事業として行われる5ヘクタール以上の一団
の宅地造成事業

　�以上の事業のために土地等を譲渡した場合の譲渡課税につ
いて1,500万円控除を適用

《長期優良住宅認定基準のイメージ（戸建）》

劣化対策

維持管理・更新の容易性

耐震性

数世代にわたり住宅の構造躯
体が使用できること

免震建築物であること 又は
耐震等級２であること 等

内装・設備の清掃・点検・補修・
更新を容易に行うために必要
な措置が講じられていること

計画的な維持管理
定期的な点検・補修等に関す
る計画が策定されていること

住戸面積
７５㎡以上 かつ 一つの階が４０㎡
以上（地域の実情により増減可）

省エネ性
必要な断熱性能等の省エネル
ギー性能が確保されていること

居住環境
良好な景観の形成等に配慮さ
れたものであること
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  各支部の動きをラッピング

諏訪支部の移住促進事業 ３年連続 県から表彰
諏訪支部　岡谷不動産商事（有）　赤　沼　　　治

●平成29年　長野県知事表彰
　諏訪支部が中核となって運営している「諏訪
圏移住交流推進事業連絡会」が実施した移住に
関する一連の活動が、長野県の「地域発、元気
づくり支援金」の優良事業として表彰されまし
た。

●平成28年　長野県知事表彰
　諏訪支部が実施した官民連携広域連携による
移住交流施策の推進事業
が、長野県の「第四回信
州協働大賞」優秀賞を受
賞しました。

●平成27年　諏訪地方事務所長表彰
　上記連絡会の事業が諏訪地域の優秀事業とし
て表彰されました。

〇移住促進活動（連絡会）
　６市町村の行政担当者と地
域振興局、商工会議所・商工
会・金融機関・ハローワーク
の皆さんと情報交換の場を宅
建協会諏訪支部がコーディネイト。
　現在は、移住推進を継続しながらも、連絡会
設立当初には難しかった行政からの支援もうけ
ながら、諏訪圏単独開催の移住セミナーや県主
催移住セミナーへの参加、移住関連の冊子・
HPの作成などの活動を行っています。

〇諏訪圏移住相談センター
　平成28年６月、不動産会館内に「諏訪圏移住
相談センター」を開設して、移住相談員を配置。
原村高原朝市にて出張相談の実施、諏訪東京理
科大学において企業向採用セミナーを開催する
などの活動をしています。

〇すわなかま（諏訪圏移住交流協会）
　移住経験者や移住希望者のネットワークをつ
くり、諏訪圏の特色ある地域性を再発見してい
ます。諏訪支部も活動の趣旨に賛同し側面から
支援しています。

　民間団体である宅建協会諏訪支部が「官民協
働での移住者招致活動」を呼びかけ、行政の枠を
超えた「オール諏訪体制」が実現したことで、現在
では行政間の連携協力関係が生まれ、移住者希
望者への幅広い相談対応が可能となりました。
　今後も不動産業者として、空き家バンクや相
談体制の充実を通して移住者の増加に努め、地
域社会に貢献したいと思います。
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InformationREINS・住ーむずよりお知らせ

◆トップページ
カテゴリーで色分けし、分かり
やすくまとめました。

グローバルメニュー
POINT

01

グローバルメニューと合わせて、
カテゴリーで色分けし、分かり
やすくまとめました。

メニューエリア
POINT

03

メインビジュアル
POINT

02

「住ーむず」と「信州田舎暮らし」
サイトを一つにまとめ、新サイト
へリンクします。
（※詳細は右ページ）

信州に住ーむず
POINT

04

ご希望の会員様にはメール配信
されるようになりました。
また、Facebookにも自動投稿
されるように致しました。

お知らせ
POINT

05

ページ下部にまとめ、すっきりと
アクセスしやすく致しました。

バナーエリア
POINT

05

スマートフォン専用の
デザインを採用しました。

長野県内の代表的な写真を用い、
季節ごとに変更します。

スマートフォン対応

◆宅建協会ホームページ お知らせ機能の追加について

【配信イメージ・例】 ●「お知らせ機能」登録
　（メールアドレス・業者名等）

●新着ニュース情報
●会員専用情報会　員 協　会

●タイトルに「お知らせ機能申込み」、本文に「免許番号」と「商号又は名称」を入力して送信して下さい。
　申込みを送付いただいたメールアドレスにお知らせ通知を配信致します。

メール申込先アドレス：taku.ken@nagano-takken.or.jp

　会員の方々に、より利便性と発信性を高めたホームページをご利用していただくた
め、新たに「お知らせ機能」を新設しました。会員の方は、メールアドレスを登録して
いただくことにより、協会ホームページの新着情報や会員専用情報等をメールにて随
時お知らせさせていただく機能になります。会員の皆様に更なる情報提供サービスの
向上に繋がる機能となりますので、是非ご利用下さい。利用の方は、下記のメールアド
レスにタイトルに「お知らせ機能申込み」と入れて、本文中に「免許番号」と「商号又
は名称」を記入して送信して下さい。送付いただいたメールアドレスに配信致します。

　今年１月に宅建協会のホームページをリニューアルオープンしました。さらに２月には、住まい探し
のポータルサイト「住ーむず」と、移住関連情報サイト「信州田舎暮らし」を合体した「信州に住ーむず」
がオープン。新しくなった２つのホームページのリニューアルポイントをご紹介します。

宅建協会ホームページ　リニューアルのポイント
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信州に住ーむず　リニューアルのポイント

物件検索と移住関連情報を一つにまとめ、
信州に住みたい方ならどなたでもご希望の
住まいを見つけやすく致しました。

３つの検索方法をひと目でわかるように表
示し、各ステップで選択、ご希望の検索結
果へリンクできるように致しました。

移住関連情報を４つのコンテンツにまとめました。

◆トップページ POINT01

◆信州へ移住をお考えの方へ

POINT02

【移住者の声】
移住者体験談の掲載

【移住サポート情報】
・移住相談窓口
・仕事探しの窓口情報

【信州に住もう】
・移住先市町村の話題
　⇒市町村担当者取材記事
・イベントレポート
　⇒移住関連イベントの取材記事
・住居探しのポイント
　⇒不動産会社様の取材記事

【信州市町村情報】
県内77市町村の
・移住相談窓口へのリンク
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POINT03 移住者の声
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掲載しました。
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過去記事をランダムに表示。
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各支部ブログの最新記事を表示しています。
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アンケートにご協力いただいた会員の皆様
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未来像の取り組みに関するアンケート
集 計 結 果 第２弾
宅建協会では、地域が笑顔となる感動のサービスを提供し続けるため、協
会の未来像の取り組みに関するアンケートを実施しました。前号に続き、
アンケート結果の第２弾をご案内いたします。

皆様からの御協力の下、たくさんのご意見をいただきまして誠にありがとうございました。いただいたアンケートのご意見
を参考にさせていただきまして、今後の長野県宅建協会の在り方や歩むべき方向を考えて参りたいと思っております。こ
れからも人の暮らしに欠かすことができない「住まい」を通じて地域社会の貢献に携えるような組織になり、不動産業に
携わる皆様の更なる発展を支える存在になるよう取り組んで参りますので、今後とも何卒よろしくお願い致します。

486社合計

Q11

Q9

宅建協会に対する要望等があればお聞かせください。

長野長野 上田上田 佐久佐久 中信中信 諏訪諏訪 南信南信

130社130社 80社80社 63社63社 74社74社 49社49社 90社90社

宅建協会の

今後宅建協会は会員に対してどのような活動をしていくべきでしょうか。（複数回答可）

その他

Q10 宅建協会が地域住民に対して行動すべき活動はどれでしょうか。（複数回答可）
不動産に関する相談活動

外国人に対する、住まいに関する相談活動
災害時に住民支援ができる体制の強化等
Uターンおよび Iターン者に対する支援

地域の空き家や空き地の有効活用等についての提言等
その他

Q7 貴社の不動産業の継続について（該当項目に　1つ） Q8

●入会促進・退会防止に関するご意見
●後継者問題への取り組みに関するご意見
●研修会・セミナー等に関するご意見
●宅地建物取引士又はその他不動産業に関する資格についてのご意見
●少子高齢化等の将来に関するご意見
●会員同士の交流に関するご意見
●地域活性・空き家対策等に関するご意見

●宅建協会から行政・他団体等への要望・提言活動に関するご意見
●インスペクション等宅建業法に関するご意見
●会費・予算に関するご意見
●公益法人化等宅建協会の組織運営に関するご意見
●宅建協会の会員サービス等に関するご意見
●宅建協会・ハトマークのPRやイメージアップに関するご意見

◎これから概ね10年後の貴社の将来像についてお尋ねします。

◎宅建協会の将来像についてお尋ねします。

A
13.8％

B
13.6％

C
27.6％

D
21.0％

E
10.3％

F 5.7％

G 6.4％

A
35.2％

B
12.1％

C
3.1％

D
12.5％

E
16.7％

F
17.1％

G 3.3％H 1.6％

地元密着型経営や空き家管理ほか、新たな不動産業の研究と研修
不動産取引に関する専門家としての業務・専門知識に関する研修の更なる充実
不動産業の経営手法等、会員企業の経営品質の向上を目指す研修の充実

会員企業の従業員の資質向上等、個人向け研修の充実
不動産関連の規制緩和や行政手続き改善等の要望・提言活動

女性会員のコミュニケーションの場づくり等のため女性部の結成とその支援
ハトマークの更なるPR実施とブランディング（ブランド化していく）戦略の研究

会員同士のコミュニケーションの充実を図るための親睦活動
その他 20

68
48

20
191

94
128

271
228

12
315

213
104

45
319

実施期間：平成29年8月25日～10月31日

A現状の組織を拡大し、不動産業の収益拡
大に向け意欲的に取り組む予定。

B現状の組織を維持・継続、できれば拡大
するつもりであり、今後に不安はない。

C現状の組織を維持・継続、できれば拡大
したいが今後には不安である。

D多少の不安はあるが、現状のまま10年後
も続けられれば良いと思う。

E現状を何か変革しなければ、このまま10年
後も続けられるとは思っていない。

F景気動向を見極めながら、廃業も念頭に
置いている。

G概ね5年以内に廃業したいと思っている。
Hその他…現状維持しながら時代にあった
戦略、後継者次第、建築条件付以外やらな
い、事業引継ぎを考えている

A会社組織が確立している、又は既に事
業承継者がおり、今後も継続して経営
を続けられる。

B継承者に承継中であるが、このまま経営
が続けられるか不安である。

C経営を継続するために事業継承者を探
しているが、見つからない状態。

D継承者がいれば経営を継続するが、見
つからない場合は廃業してもよい。

E高齢や健康上の理由で、自分が動けな
くなったら廃業する。

Fまだ事業承継の時期ではない
Gその他…廃業予定、継承者の準備段階
中、要員配置等を含め検討中、継承し
たばかり

貴社の事業承継について
（該当項目に　1つ）

研修等未受講業者への
指導、他県からの移住
促進・企業誘致、コンサ
ルティング業の周知と充
実、行政へまちづくりの
提言等

その他
業者間の協力、住み易い・
デザイン性のある家創り
のセミナー等、不動産相
続の相談、情報発信、リ
ニア問題

皆様からたくさんの宅建協会へのご意見をいただきました。主なご意見は以下の通りです。
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事例
研究

事案の概要

　買主X（原告）は、平成27年１月25日、売主A（不
動産業者）との間で、都内所在の土地を代金額5980
万円で購入する旨の売買契約を締結し（本件売買契
約）、同日手付金50万円を、翌26日に中間金50万円
を支払った。また、Xは、Y（被告）との間で、一
般媒介契約を締結し（本件媒介契約）、同月30日、
仲介手数料として200万円余を支払った。
　本件売買契約には、17条において、大要下記の定
めが設けられている。
⑵�項　本件売買契約は、Xが甲または乙住宅ローン
からの借入れができることを条件として締結する
ものであり、平成27年２月16日までに、融資の全
部若しくは一部について承認が得られないとき、
又は否認されたときは、Xは、本件売買契約を解
除することができる。
⑶�項　⑵項によって本件売買契約が解除された場
合、Aは受領済みの金員を返還し、同時に、本件
売買契約を媒介した宅建業者も受領済みの報酬を
それぞれ売主・買主に無利息で返還しなければな
らない。ただし、Xが融資申込みの際不実・虚偽
の申告をしたことにより融資が否認又は減額にな
り、本件売買契約の履行が不可能となった場合は、
⑵項及び⑶項本文の規定は適用しない。

1

最 近 の 判 例 か ら

　土地の売買契約を締結するにあたり、媒介業者と媒介契約を結んだ買主が、融資の承認が得られなかったた
め、ローン特約に基づき売買契約を解除したと主張して、媒介業者に対して、支払済みの媒介報酬の返還を求
めた事案において、融資不承認は買主の不実・虚偽の申告によるものであるとして、媒介業者に報酬の返還義
務はないとされた事例
� （東京地裁�平成28年７月19日判決�棄却�ウエストロー・ジャパン）

　また、本件媒介契約には、10条２項において、「融
資の不成立が確定し、これを理由としてXが本件売
買契約を解除した場合は、YはXに、受領した仲介
手数料の全額を無利息で返還しなければならない。」
との定めが設けられている。
　Xは、甲住宅ローンの申込書に、前年（平成26年）
の年収を1200万円（すべて給与所得）、前々年（平
成25年）の年収を900万円である旨記載したが、収
入の証明書類として提出した、特別区民税･都民税
課税証明書には、平成25年中の合計所得金額は179
万円余であり、全て営業等所得である旨記載されて
いた。
　X、Y及びAは、平成27年２月12日、甲住宅ロー
ンから、融資の審査が通らないとの連絡があったた
め、ローン利用特例の期日を同月20日まで延長する
旨の合意をした。
　Xは、甲住宅ローンの申込み後に、住民税の修正
申告を行い、同月19日付けの納税証明書には、平成
25年中の合計所得金額は869万円余、本税は32万円
余、延滞税は8500円（いずれも納付済み）と記載さ
れている。
　同月20日、Xは、乙住宅ローンの担当者から審査
が通らない見込みであると告げられたため、同ロー
ンに対する融資の申込みを断念し、同月27日には、
Aとの間で、本件売買契約が適法に解除され、手付
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金及び中間金の合計100万円が返還されたことを確
認する旨の覚書を作成した。
　Xは、Yに対し、不当利得返還請求権に基づき、
支払済みの仲介手数料の返還等を求めて提訴した。

判決の要旨

　裁判所は、次のとおり判示し、Xの請求を棄却し
た。
⑴　Xは、甲住宅ローンに対する融資の申込みをす
るに当たり、前年の年収は1200万円、前々年の年収
は900万円であると申告したにもかかわらず、提出
した証明書類である特別区民税・都民税課税証明書
に記載された平成25年中の所得は179万円余とされ
ていたのであるから、申告した収入とこれに対応す
る証明書類の記載との間に食い違いがあったという
ことができる。もっとも、申込みと同時に証明書類
を提出している以上、申込みどおりの収入を得てい
たことを証明できなかったというだけであり、直ち
に虚偽の事実を申告したということにはならない。
⑵　他方、甲住宅ローンがXの融資申込みを不承認
としていることに鑑みれば、Xの甲住宅ローンへの
融資申込みが否認された理由が、収入が証明できな
かったことや、形式的な不備があったことにあるも
のとは考え難い。
　そうすると、外形的にみれば、Xは、甲住宅ロー
ンに融資の申込みをするに当たり、虚偽の内容が記
載されている課税証明書を提出するとともに、延滞
税の支払が生じる状況にあることを報告していな
かったことになるから、そのような場合は、不実・
虚偽の申告により融資が否認された場合に当たると
解すべきであり、本件売買契約17条⑶項ただし書の

2

適用により、Xにおいて本件売買契約を解除するこ
とはできないと解するのが相当である。
⑶　Xは、乙住宅ローンに対する融資の申込みをし
ていないが、甲住宅ローンに対する融資の申込みに
当たり虚偽の申告をしたために融資を受けられな
かったという状況下で、新たな融資の申込みを断念
したのであるから、そのような場合を融資の申込み
が否認された場合と同視することはできず、本件売
買契約17条⑵項に基づく解除の要件を満たしていな
いというべきである。
　なお、平成27年２月27日付けの覚書の存在は、本
件媒介契約10条２項の適用関係に影響を及ぼすもの
ではない。
⑷　以上によれば、Xは、本件売買契約17条⑶項た
だし書に基づいて同契約を解除することはできない
から、本件媒介契約10条２項の適用はなく、Yに対
し、支払済みの仲介手数料の返還を請求することは
できない。

まとめ

　本件では、売主・買主間での契約解除は合意され
たものの、ローン特約による解除はできないとされ、
媒介業者に対する報酬の返還請求は棄却された。
　判決文によれば、媒介業者の照会に対し、ローン
会社は、確定申告の修正申告がされた場合には、理
由によっては、融資が承認されるのは難しいと考え
られる、延滞税がある者が融資を承認されるケース
は少ないと回答したとされている。融資金利が低率
で推移し、一般にローンの融資額も高額になってい
るようであるが、ローンの取扱いをめぐっては、実
務上も留意すべき回答内容ではないか。

3

東京地判　平28･7･19　ウエストロー・ジャパン

融資不承認により売買契約が解除され、買主が媒介業者に
支払済媒介報酬の返還を求めたが、棄却された事例

◉（一財）不動産適正取引推進機構発行「RETIO」第108号より
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詳細は、国土交通省ホームページ
「改正宅地建物取引業法に関する
Q＆A」をご参照ください。

対象は「既存住宅」
（戸建住宅・マンション・アパート）
店舗やオフィス等は対象外。

建物状況調査の
実施を申し込む

建物状況調査の
実施を申し込まない

媒介契約締結

あっせん無し

依頼者に建物状況調査の

制度概要を紹介

依頼者にあっせんの

可否を示す

依頼者が事業者のあっせんを

希望するか確認

依頼者にあっせん可能な事業者の

会社情報等を説明

あっせん先の事業者に
建物状況調査実施の

希望がある旨を連絡

依頼者・事業者間で調査の実施に向けた

具体的なやりとりが行われるよう手配する

あっせん可あっせん可 あっせん
不可

あっせん
不可

あっせん
不可

希望あり希望あり 希望なし希望なし希望なし

あっせんにかかる留意点あっせんにかかる留意点

例１
例２

①買主に事業者のあっせんをする場合
　　左記の流れに加えて、建物の所有者（売主）に建物状況調査

の実施についてあらかじめ承諾を得る必要がある。 
②あっせんを希望しない場合でも、媒介依頼を受けるにあ
たり、建物状況調査等の説明は行う。 

③あっせんにかかる報酬受領の禁止
　　媒介業務の一環として行うものであり、媒介報酬と別に報酬

を依頼者より受領できない。 

④媒介業者が建物状況調査の実施主体となることは不適当
依頼者の同意がある場合を除き、宅建業者は自らが取引の媒介
を行う場合に「建物状況調査」の実施主体となることは適当で
はない。 

　なお、取引に直接利害関係を有しない関連会社（グルー
プ会社）を、建物状況調査を実施する者としてあっせんす
ることは差し支えなく、売主及び購入希望者の同意も不要
である。

媒介の依頼者に対して「斡旋の可否」を説明し、 契約書へ
「あっせんの有無」を記載する。 
※専属専任・専任・一般いずれも必要。 
※業者売主の場合は、該当しないため不要。 

建物状況調査の実施に向けて具体的なやりとりが行われるよう手
配することが必要であり、単に調査事業者を紹介することや情報
提供を行うことだけでは宅建業法に規定されている「あっせん」
にはならない。
　　：事業者が作成した建物状況調査費用の見積りを依頼者に伝える
　　：建物状況調査実施の意向を依頼者に確認

等

宅建業法でいう「あっせん」とは

媒介契約書への記載

売却／購入申込み

建
イ ン ス ペ ク シ ョ ン
物状況調査に関する取引の流れためにな

る

最新情
報
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Information
お知らせ

『子どもを守る安心の家』参加協力会員を
引き続き募集しております！

　当協会が推進しております「安全・安心で住みよい街づくり」の一環として、県警事業である「子ども
を守る安心の家」活動に参加協力し、現在当協会会員の396社の皆様が協力会員として登録されております。
　つきましては、下記のとおり参加会員を引き続き募集しておりますので、主旨等ご理解のうえ、是
非ご協力を賜りたくお願い申し上げます。

�１　参加協力会員の活動
　子供が助けを求めてきた際に、犯罪等から子供を保
護するとともに、警察等への連絡をしていただきます。

�２　参加方法
　このページをコピーの上、下記参加申込書に必要事
項を記入し、

本会宛FAX�026－226－9115
まで、ご送付ください。

�３　その他
　⑴�　協力会員名簿を作成し、県警本部・各警
察署・最寄りの小学校に提出します。

　⑵�　協力会員には、ステッカー・マニュアル
を送付いたします。

　⑶　２階の店舗でも可能です。

「子どもを守る安心の家」参加協力会員数
（平成30年 4 月 1 日現在）

新　支　部 旧支部名 申込数 小　計

長 野

旧北信支部 １２

１０３旧須高支部 １8

旧長野支部 7３

上 田
旧更埴支部 ２4

5２
旧上小支部 ２8

佐 久 旧佐久支部 ３１ ３１

中 信
旧中信支部 44

49
旧大北支部 　5

諏 訪
旧諏訪支部 ３６

79
旧茅野支部 4３

南 信
旧上伊那支部 4２

8２
旧飯田支部 4０

合　計 ３9６

子どもを守る安心の家 協力会員参加申込書
平成30年　　月　　日

商 号 又 は 名 称

所属支部名・免許番号 支部 大臣・知事　（　　　）第　　　　　号

（ フ リ ガ ナ ）

代 表 者 氏 名

事 務 所 所 在 地
〒

電　 話・FAX番 号 電話（　　　）　　　−　　　　　FAX（　　　）　　　−　　　　　

17



➊➊ まず自分が落ち着く
子供が「誘拐や暴力、痴漢」など何らかの被害に遭っ

た、または遭いそうになったと助けを求めてきたとき、
その子供を保護するとともに、警察、学校、家庭などへ
連絡するなどして、地域ぐるみで子供たちの安全を守っ
ていくボランティア活動です。

長野県内で発生した子供や女性をねらった犯
罪・声かけ事案等の情報や身近な犯罪等の情報
を登録者へメールでお知らせします。
会員登録はこちらから
登録用アドレス
raipo667001@once.88island.jp

対応要領

　子供が助けを求めてきたら、まず家の中に入れて保
護してください。

話を聞く側があわてたり興奮したりしないよう、まず自分が落ち着
いて子供の話を聞いてあげましょう。
～あなたの興奮が子供に伝わってしまうことがあります～

➋➋ 子供を落ち着かせる
「もう大丈夫。」などとやさしく声をかけて子供を落ち着かせてあ

げることが大切です。
～目線を同じにして、優しく話しかけてみてください～

● 　犯罪等の被害に遭い、または遭いそうになって救助を
求めてきた子供等の保護

～矢継ぎ早に聞き取らず、少し待つことも必要です～

● 　事件・事故の発生を認知したときの１１０番通報、学
校、家庭への連絡

活動の内容
➌➌ 子供から話を聞く

● 　日常生活のなかで、近所に子供たちが被害に遭いそう
な危険な箇所等を発見した場合の連絡

活動上の留意事項 ➎➎

➍➍ １１０番通報する
「こどもを守る安心の家」であることを告げ、あなたの住所、店

名、氏名等を伝えてから聞き取り内容を順序よく話してください。
～様子を見て、聞き取りをする前に１１０番通報をすることも必要で
す～

警察等が到着するまで待つ

１１０番通報により、できるだけ早く近くのパトカーや警察官が駆
けつけますので、家の中で子供を待たせてください。
　警察官が到着したら、事情を説明してください。● 　子供のプライバシーを尊重し、秘密を守りましょう。

● 　駆け込んできた子供がたとえ顔見知りであっても、そ
の内容を安易に近所の人に話すことのないよう、注意し
てください。

● 　子供の立場に立った思いやりのある対応を心掛けま
しょう。

● 　自分で犯人（不審者）に立ち向かおうなどというよう
無理な活動は、決してしないようにしましょう。

「こどもを守る安心の家」「こどもを守る安心の家」

「こどもを守る安心の家」とは

　いつ・どこで・何があったのか、子供から話を聞いてください。

長野県警察本部からのお知らせ
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活動上の留意事項 ➎➎
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「こどもを守る安心の家」であることを告げ、あなたの住所、店

名、氏名等を伝えてから聞き取り内容を順序よく話してください。
～様子を見て、聞き取りをする前に１１０番通報をすることも必要で
す～

警察等が到着するまで待つ

１１０番通報により、できるだけ早く近くのパトカーや警察官が駆
けつけますので、家の中で子供を待たせてください。
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年
間
の

委
員
会
活
動
を
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振
り
返
っ
て

総務財政委員会
委員長��清澤　　進

Q1. 委員会で一番力を入れてきた事
①�地区会の発足に伴う協会の会計処理、及び組織
改革について研究検討した。

②�地区会の発足に伴う公益目的支出計画の変更に
ついて研究検討した。

③�創立50周年記念事業について
Q2. その結果
平成30年４月より、支部から分割した地区会を
発足させることができた。たくさんの方々のご協
力のもと、参加者182名により、創立50周年記
念事業を無事終了することができた。

Q3. 次期の委員会へ望む事
引き続き支部の運営と統一された経理処理につい
て研究検討をお願いします。
公益法人化についての研究検討をお願いします。
新入会員の増強に向けた取り組みをおこなってい
ただきたい。

人材育成委員会
委員長��嶋﨑　　誠

Q1. 委員会で一番力を入れてきた事
会員の為になる研修会・講習会の実施

Q2. その結果
宅建業法改正に伴う充実した講習会が実施できた

Q3. 次期の委員会へ望む事
民法及び宅建業法改正に伴う解りやすく為になる
講習会の実施（インスペクションを含み）

情報提供委員会
委員長��茅野　昭一

Q1. 委員会で一番力を入れてきた事
１．移住交流推進事業
２．�県・各市町村と共におこなう空き家バンク・
空き家対策の協定・提携の推進及び「楽園信
州空き家バンク」の更なる整備充実。

３．�委員会の開催時間を１時間30分以内（遅く
とも２時間）に終了させる。（働き方改革及
び遠距離委員の負担軽減）
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Q2. その結果
１．�移住交流推進事業は東京他での毎月の移住セ
ミナーの協力及び情報提供委員会主催の移住
セミナーの実施またホームページの整備・充
実等しっかりと対応した。

２．�「楽園信州空き家バンク」の更なる整備充実
ができた。

３．�委員会は打合せした議題以外の議題が当日急
に入っていて、時間が延びてしまったことが
多かった。

Q3. 次期の委員会へ望む事
１．�移住交流推進事業の更なる推進及び移住セミ
ナーの実施。

２．�「楽園信州空き家バンク」の更なる周知と整
備充実。

３．�委員会の時間厳守（通常１時間30分）する
ように事務局との打合せを密に行うとともに
事務局の協力を得る。

組織改革委員会
委員長��永森　幸繁

Q1. 委員会で一番力を入れてきた事
　現在の組織は本部と支部が連結決算の為、一般
社団への移行により公益目的事業主体の本部と一
体化した運営であり、地域地区の独自性が失われ
ている。
　現状に於いて必要な事は、各地域地区の独自性
を取り戻し活性化の為の組織であると考えられ本
部とは独立した決算の地区会を組織する事になっ
た。
　又、本部と連結決算する支部の存在は薄れるが、
本部と一体化した事業遂行の為支部も組織として
現状に於いて必要とされる。

Q2. その結果
　本部と支部において一体化した公益目的事業等

２年間の委員会活動を振り返って

は、本部と連結決算の支部により一体化して行う
事ができる。
　地区会の運営は地区会において自由に行う事が
出来、会費は各地区会において地区総会により決
める事が出来る。
　各地区会は平成22年度以前に旧支部等が行っ
ていた会員の為の様々な共益事業（親睦事業他）
を復活する事が出来、新たな発想により独自に活
性化をはかる事業も出来る。

Q3. 次期の委員会へ望む事
　当委員会は本年度末に解散となります。
　今後については総務財政委員会に引き継がれま
す。

広報啓発委員会
委員長��矢島　　篤

Q1. 委員会で一番力を入れてきた事
①広報ながの宅建の発行
②�会員増促進のための「開業支援セミナー」の実施

Q2. その結果
①�印刷会社を変えることで紙面デザインを刷新
し、より見やすいものとしました。
　�また掲載記事もタイムリーな話題、ためになる
記事を充実させより興味を持って読んでいただ
ける広報誌づくりをしました。
②�開業者の体験談や個別相談に多く時間を充てる
など参加者がより参考となるような内容を心が
け実施しました。「開業支援セミナー」参加者
の中から当協会に入会し開業した方も数社あっ
たという実績もつくることが出来ました。

Q3. 次期の委員会へ望む事
・�「開業支援セミナー」開催の継続。また開催時期・
回数・内容等についても再吟味をお願いします。
・�協会ホームーページリニューアル後の検証・修
正をお願いします。
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H29.12月～H30. ３月末会　員 動　きの

新入会員紹介 ※顔写真2名以上掲載の場合、左側が代表者です。

山芳不動産

代表者兼専任取引士
山土井　芳樹

松本市大字島内2344-5
0263-88-6283TEL

中信支部

㈱JA松本市総合サービス

代表者
熊谷　吉孝

専任取引士
原　由彦

松本市深志2-1-1
0263-87-7483TEL

中信支部

㈲ジャパンマグネット

代表者
藤原　正人

専任取引士
鎌倉　和敏

諏訪市上川1-1646-2
0266-56-1789TEL

諏訪支部

フジホーム 諏訪店

代表者
中澤　義則

専任取引士
伊藤　典弘

諏訪市大字中洲5568-1 シフォンビル3階
0266-55-2022TEL

諏訪支部

㈱ACC

代表者
大沼　洋二

専任取引士
大沼　憲信

駒ケ根市東伊那6219-1
0265-82-5952TEL

南信支部

㈱三徳

代表者
笠原　信男

専任取引士
笠原　克彦

上伊那郡飯島町飯島2510
0265-86-2109TEL

南信支部

㈱ヤマダ・ウッドハウス 長野支店

代表者
髙橋　佳行

専任取引士
髙田　純一

長野市吉田1-21-20
026-256-9330TEL

長野支部

㈱シナノ・グループ 長野柳町店

代表者
森住　直規

専任取引士
佐々木　雅博

長野市柳町2028-1
026-237-5522TEL

長野支部

㈱雫田建設工業

代表者
雫田　薫

専任取引士
雫田　直樹

佐久市岩村田1337-2
0267-67-2227TEL

佐久支部

㈱土屋ホームトピア 軽井沢リフォームスタジオ

代表者兼専任取引士
菅原　寿治

北佐久郡軽井沢町長倉820-15
0267-44-3386TEL

佐久支部

支部名 商号又は名称 代表者 住　所 電話番号 内　容
南信支部 育良不動産㈱ 山口　光広 飯田市育良町2-17-4 0265-49-8125 個人→法人

免許換え・組織替え・会員権承継等

支部名 商号・名称

長野

上信産業
㈱東和土地建物
㈱中央開発コンサルタント
アスキープラン
㈱丸二林産
㈱ロゴスデザイン
アケボノ不動産

退会された方
支部名 商号・名称
長野 ㈲澁澤建設

上田
㈱永建ホーム
柳屋不動産㈱

佐久

太陽商事
小諸エステート㈱
㈲黒澤
㈲オークラ住宅

支部名 商号・名称

佐久
㈲サンエイ開発
平成開発㈱　

中信
中央不動産
㈱大信相互
㈲大手不動産

諏訪 ㈱テック
南信 スズキ不動産

次のとおり人事異動がありましたので、お知らせいたします。
なお、前任の方々は次の部門へ異動されました。

職 新 旧

建設部　部長 長谷川　朋弘
（建設技監）

油井　均
（退職）

建築住宅課　課長 小林　弘幸
（都市・まちづくり課企画幹から）

岩田　隆広
（退職）

建築住宅課 建築技術係主査 深澤　武利
（社会人採用）

押金　浩
（建築住宅課企画係主任へ）

建築住宅課人事異動 （平成30年４月１日付け）

㈱IRex

代表者兼専任取引士
井出　仁志

北佐久郡軽井沢町軽井沢東21-23
0267-46-8174TEL

佐久支部

希望により
写真掲載なし
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事　務　局 お　し　ら　せ
からの

　県宅建協会広報啓発委員会では広報「ながの
宅建」を年３回（４月・８月・１月）発行して
おり、表紙に使用する写真を募集したいと思っ
ております。採用された方には商品券（5,000
円分）を差し上げます。

写真を募集いたします！

募集要項
写真のテーマ：
８月号（８月下旬発行）・１月号（１月上旬発行）
広報用表紙（季節にあった風景等）
規　　　　定：
写真サイズは縦長とし、Ｌ判（89mm×127mm）
以上４ツ切りワイド（254mm×365mm）以下。
カラー写真・画像データのみ受付（ネガ・ポジフィ
ルム不可）。デジタルカメラでの作品も可（800
万画素以上）。応募作品は未発表・未公開で、応
募者本人が撮影したオリジナル作品に限ります。
応 募 方 法：
写真又は画像データとともに、ご自身の住所・
氏名・連絡先・職業・撮影場所・撮影日時等明
記の上（一社）長野県宅地建物取引業協会事務
局へご送付ください。
作品の送付先：
〒380-0836長野県長野市南県町999-10
　　　　　　長野県不動産会館３階
（一社）長野県宅地建物取引業協会　事務局

「広報誌表紙写真」係
E-mail：taku.ken@nagano-takken.or.jp
締 め 切 り：

８月号（平成30年７月末日）
１月号（平成30年11月末日）

作品の取り扱い・注意：
①�応募に伴い発生した費用はすべて応募者負担
となります。

②�被写体の肖像権等の権利は応募者が事前に使用
許諾・承認を得た上で応募してください。
③�応募作品の受領通知はいたしません。また、作品到
着に関するお問い合わせにはお答えできません。
④応募作品は返却いたしません。
⑤作品に関するクレーム等には一切応じません。
作品の著作権：�
（一社）長野県宅地建物取引業協会は、個人情報
保護法に従って、適正な管理・運営を行い、ま
た作品については使用権を有し、プリント・出版
物などにおいて無償で使用できるものとします。

  ご不明な点等ございましたら、事務局まで
（TEL:026-226-5454）ご連絡ください。

第52回通常総会の日程について（お知らせ）

ご意見・ご感想をお寄せ下さい
会員の皆様の貴重なご意見は、明日の広報誌作りの
励みとなりますので、下記まで宜しくお願いします。
　〒380-0836　長野市南県町999-10
　長野県宅建協会　広報啓発委員会
　TEL026（226）5454まで

次回の取引士法定講習会

◉６月７日㈭       
　 長野バスターミナル会館（長野）

◉ ６月８日㈮        
松本勤労者福祉センター（松本）

今後の講習予定
◉ ９月10日㈪        

長野バスターミナル会館（長野）

◉ ９月11日㈫        
浅間温泉文化センター（松本）

1,417名　内支店数 77
現在の協会員数

（平成30年３月31日現在）

　本会では、下記日程により通常総会を開催します。
会員の多くの方が出席されますようお知らせします。
　なお、個別に送付しました出欠ハガキは、必ずご
返送いただきますようお願いいたします。

平成30年５月24日㈭
午後１時～４時までの予定

長野県不動産会館
長野市南県町999-10

（JR長野駅より徒歩15分）

日　時

場　所

平成29年12月より事務局のパート職員に採用されました福澤と申します。
まだまだ分からない事だらけで、毎日が勉強の日々ですが、早く会員の皆様の
お力になれるよう頑張りたいと思います。宜しくお願い致します。

福
澤

● 新入職員の自己紹介!!
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